
札幌市版レッドリスト（案）について 
ご意見を募集します 

 

 

 

「レッドリスト」とは、絶滅の危険度を科学的・客観的に評価してまとめた、絶滅の

おそれのある野生生物のリストです。法的な規制を伴うものではありませんが、野生生

物の現状についての理解の促進や生物多様性の保全対策の基礎資料として、国や地方自

治体、学術団体などが作成しています。 

札幌市では、平成 25 年 3 月に策定した生物多様性保全のための指針「生物多様性

さっぽろビジョン」に基づき、札幌市に生息・生育する絶滅のおそれのある野生生物の

現状を明らかにするとともに、生物多様性の保全に対する理解と取組の促進を図ること

を目的として、札幌市版のレッドリストを作成するため、検討を行っています。 

このたび、「札幌市版レッドリスト（案）」を作成しましたので、皆さまからのご意見

を募集します。 

お寄せいただいたご意見を考慮して、今後さらに検討を行い、レッドリストを作成す

る予定です。なお、お寄せいただいたご意見の概要は、ご意見に対する札幌市の考え方

とあわせて、平成 28 年 3 月頃にホームページなどで公表いたします。 

【意見募集要領】 

１ 募集期間 

平成２７年１１月２７日（金）～１２月２８日（月）【必着】 

２ 提出方法 

「ご意見記入用紙」か、これに準じた様式にご意見を記載の上、下記の提出先へ持

参、郵送、ファックス又は電子メールにより提出してください。 

また、電子メールによる場合は、ウイルス感染を避けるため、ファイルの添付はせ

ず、メールの件名に「札幌市版レッドリスト（案）に対する意見」と記載し、メール

の本文にお名前・ご住所とともに、ご意見を記載し送付してください。 

   ※ 電話や口頭によるご意見の受付には応じかねますので、ご了承ください。 

※ 直接お持ちいただく場合の受付時間は、平日の8時45分～17時15分です。 

   ※ ご意見の提出に当たっては、お名前・ご住所をご記入ください。 

     （ご意見などの概要を公表する際には、お名前・ご住所は公開しません。） 

   ※ ご意見への個別の回答はいたしませんが、同じ趣旨のご意見をとりまとめて

ホームページなどで公表する予定です。 

３ 提出先・お問い合わせ先 

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課（環境共生推進担当） 

〒060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目（札幌市役所本庁舎 12 階南側） 

  電話：011-211-2879     ＦＡＸ：011-218-5108 

  電子メール：biodiversity@city.sapporo.jp 市政等資料番号 
01-G02-15-1655 

意見募集期間 ： 平成 27年 11月 27日(金)～12月 28日(月) 【必着】 

 



４ 資料の配布・閲覧場所 

・市役所本庁舎 市政刊行物コーナー（2 階）  

・市役所本庁舎 環境対策課（環境共生推進担当）（12 階南側） 

・各区役所   市民部総務企画課広聴係 

・各まちづくりセンター 

・札幌市環境プラザ（札幌市北区北 8 条西 3 丁目 札幌エルプラザ 2 階）    

    ※ 札幌市公式ホームページにも掲載しています。 

      http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/redlist.html 

 

  



 

 

 

お 名 前 
 

ご 住 所 
 

ご意見（※ どのページ・項目へのご意見か、わかるようにお書きください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 用紙が足りない場合は、任意の別紙にご記入ください。 

※ お名前とご住所は集計以外の目的に用いることはありません。札幌市個人情報保護

条例の規定にしたがって、適正に取り扱います。 

 

【提出先】札幌市環境局環境都市推進部環境対策課（環境共生推進担当） 

 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目（札幌市役所本庁舎12階南側） 

 FAX：011-218-5108   E メール：biodiversity@city.sapporo.jp 

  

札幌市版レッドリスト（案）に対するご意見記入用紙 



札幌市が決定する政策案についての意見募集（「パブリックコメント」といいます。） 

についてアンケートを行っておりますので、よろしければ御協力をお願いいたします。 

 

Ｑ１ 今回のパブリックコメントの資料の分かりやすさはいかがでしたか？（該当する番号

に○を付けてください。） 

   １ とても分かりやすい  ２ 分かりやすい  ３ ふつう 

４ 少し分かりづらい   ５ 分かりづらい 

 

Ｑ２ Ｑ１で４又は５と回答した方は、理由を記入してください。 

                                               

                                               

 

Ｑ３ 今回のパブリックコメントの資料をどこで入手しましたか？（該当する番号に○を付

けてください。） 

   １ 今回のパブリックコメントの担当課（環境局環境都市推進部環境対策課） 

   ２ 市政刊行物コーナー（札幌市役所２階 総務局行政部行政情報課） 

   ３ 区役所（各区市民部総務企画課広聴係） 

   ４ まちづくりセンター 

   ５ その他（                            ） 

 

Ｑ４ パブリックコメントの資料の配布・閲覧場所として望ましいと思う所があれば、記入

してください。 

                                               

 

Ｑ５ 今回、このパブリックコメントが実施されていることをどのように知りましたか？

（該当する番号に○を付けてください。複数回答可） 

１ 広報さっぽろを見た。 

２ 札幌市の公式ホームページを見た。 

３ 新聞、テレビ、ラジオ等の報道で知った。 

４ 家族、知人等から聞いた。 

５ 配布されているパブリックコメントの資料が目に留まった。 

６ その他（                            ） 

 

Ｑ６ 以前、札幌市が行う他のパブリックコメントで御意見を寄せていただいたことがあり

ますか？（該当する番号に○を付けてください。） 

   １ ある  ２ ない 

 

Ｑ７ その他、パブリックコメントについて御意見がございましたら、記入してください。 

                                              

                                              

                                              

 

ご協力ありがとうございました。 
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札幌市版レッドリスト（案）の概要について 

 

 

１ 札幌市版レッドリストの趣旨、目的と背景 

札幌市では、平成 25 年 3月に策定した生物多様性保全のための指針「生物多様性さっ

ぽろビジョン」に基づき、札幌市に生息・生育する絶滅のおそれのある野生生物の現状

を明らかにするとともに、生物多様性の保全に対する理解と取組の促進を図ることを目

的として、このたび「札幌市版レッドリスト」（案）を作成しました。 

生物多様性の保全には、市内の生物多様性の状況や変化の傾向を把握する必要があり

ますが、動植物の生息・生育情報は不足している状況にあります。このため、平成 25年

度から、情報の収集を行うとともに、専門家による作成委員会を設置し、絶滅のおそれ

のある野生生物について絶滅の危険度によりランク付けをするレッドリストの検討を行

ってきました。 

レッドリストは、法的な規制を伴うものではありませんが、札幌市が進める生物多様

性の保全対策の基礎資料とするほか、環境影響評価や各種施策における保全対策にも活

用されるものです。また、市民や活動団体、事業者等に広く公表することで、生物多様

性の保全に対する意識の醸成を図るとともに、保全に向けた取組の促進を図っていきま

す。 

 

※ 生物多様性 

「生物多様性」とは、たくさんの生き物がいて、それらの生き物たちがつながり合

っていることを表す言葉です。私たち人間の暮らしは、水や空気をはじめ、食べ物や

木材など生物多様性がもたらすさまざまな恵みに支えられています。しかし、開発や

乱獲、温暖化など、私たち人間の影響で、生物多様性は地球規模で失われつつありま

す。生物多様性を守り、将来にわたりその恵みを受け続けるため、今、取組が必要と

されています。 

※ 生物多様性さっぽろビジョン 

札幌市が平成 25年 3月策定した生物多様性の保全のための指針が「生物多様性さっ

ぽろビジョン」です。生物多様性を守るためには、190万人を擁する一大消費都市であ

りながら豊かな自然が残っている札幌市の自然環境を保全するとともに、市民一人ひ

とりのライフスタイルが生物多様性に影響を与えていることを認識し、その行動を見

直していくことが必要です。札幌市では、ビジョンに掲げる「北の生き物と人が輝く

まち さっぽろ」の理念のもと、体系的・総合的な施策を進め、市民や NPO、事業者な

どのあらゆる主体とともに、生物多様性の保全に取り組みます。 

※ レッドリストとレッドデータブック 

「レッドリスト」は、絶滅の危険度を科学的・客観的に評価してまとめた絶滅のお

それのある野生生物のリストであり、「レッドデータブック」は、レッドリストに掲載

された種について、生息状況や存続を脅かしている原因等を解説した書籍です。 

  



2 

 

２ 対象とした生物群と評価対象種の基本的条件 

札幌市版レッドリストでは、「哺乳類」、「鳥類」、「両生類・爬虫類」、「淡水魚類・水生

動物」、「昆虫類」及び「植物」の６分類群を対象としました。 

評価対象種の基本的条件は、表１のとおりです。 

 
表１ 札幌市版レッドリストの対象の分類群と評価対象種の基本的条件 

分 類 群 基  本  的  条  件 

哺乳類 

・種又は亜種を評価の単位とする。分類学上亜種に細分される場合は原則として亜
種を評価の対象とする。 

・海外から導入された種及び国内他地域から導入された個体群は対象から除く。た
だし、導入かどうかの判断が困難な場合は対象とする。 

鳥類 

・種又は亜種を評価の単位とする。分類学上亜種に細分される場合は原則として亜
種を評価の対象とする。 

・海外から導入された種及び国内他地域から導入された個体群は対象から除く。 
・迷鳥（本来の渡りのコースや分布域から外れて渡来した鳥）は対象から除く。 
・札幌市内で過去に繁殖又は現在繁殖している鳥にあっては、生息環境の減少その
他の要因により個体数が減少しているものを対象とする。 

・一時通過又は越冬地として札幌市を利用する鳥にあっては、十分生息環境のポテ
ンシャルがあるものを対象とする。 

両生類・爬虫類 

・種又は亜種を評価の単位とする。分類学上亜種に細分される場合は原則として亜
種を評価の対象とする。 

・海外から導入された種及び国内他地域から導入された個体群は対象から除く。た
だし、導入かどうかの判断が困難な場合は対象とする。 

淡水魚類・水生動物 

・淡水（河川・湖沼）から汽水域に生息する魚類を対象とする。海産魚類は対象か
ら除く。 

・水生動物のうち、ニホンザリガニ等、環境省や北海道で絶滅のおそれのあると指
定されており、基本的な生活史が比較的明らかになっている種については、対象
とする。 

・種又は亜種を評価の単位とする。分類学上亜種に細分される場合は原則として亜
種を評価の対象とする。 

・海外から導入された種及び国内他地域から導入された個体群は対象から除く。た
だし、導入かどうかの判断が困難な場合は対象とする。 

昆虫類 

・種又は亜種を評価の単位とする。分類学上亜種に細分される場合は原則として亜
種を評価の対象とする。 

・海外から導入された種及び国内他地域から導入された個体群は対象から除く。た
だし、導入かどうかの判断が困難な場合は対象とする。 

植物 

・維管束植物を対象とする。 
・種、亜種、変種を評価の単位とする。不稔性の雑種及び分類学上品種とされるも
のは、原則として対象から除く。 

・海外から導入された種、国内他地域から導入された個体群及び植栽種は対象から
除く。 

※ 種又は亜種の学名が確定しなくとも、明確に特定でき、報告されたものは評価の対象とする。 
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３ カテゴリー 

札幌市版レッドリストのカテゴリーは表２のとおり、判定基準は表３のとおりとしま

した。 

カテゴリーについては、原則として「環境省レッドリスト 2015」に準拠しましたが、

札幌市独自のカテゴリーとして、環境省レッドリストの絶滅及び野生絶滅に相当する「今

見られない」と、「北海道レッドデータブック 2001」を参考に「留意」を設定しました。 

また、判定基準については、原則として「環境省レッドリスト 2015」及び「北海道レ

ッドデータブック 2001」に準拠しましたが、札幌市自体の面積が限られているため、「地

域個体群」のカテゴリーと判定基準のうち「定量的要件」の面積条項は設定しませんで

した。 

 
表２ 札幌市版レッドリストのカテゴリーと概要 

カテゴリー 概  要 

参 考 

環境省レッド 

リスト 2015 

北海道レッドデータ

ブック 2001 

今見られない 

Extinct + Extinct in the 

Wild（EX+EW） 

かつては生息・生育していたが、

札幌市では現在は見られなくな

り、野生での生息・生育の可能性

がないと考えられる種 

絶滅 

Extinct（EX） 

絶滅種 

Extinct（Ex） 

野生絶滅 

Extinct in the 

Wild（EW） 

野生絶滅種 

Extinct in the 

Wild（Ew） 

絶滅危惧 

Threatened 

絶滅危惧 IA 類

Critically 

Endangered（CR） 

ごく近い将来における野生での

絶滅の危険性が極めて高い種 

絶滅危惧 IA類 

Critically 

Endangered（CR） 

絶滅危機種 

Critically 

Endangered（Cr） 

絶滅危惧 IB 類

Endangered（EN） 

IA 類ほどではないが、近い将来

における野生での絶滅の危険性

が高い種 

絶滅危惧 IB類 

Endangered（EN） 

絶滅危惧種 

Endangered（En） 

絶滅危惧 II類 

Vulnerable（VU） 
絶滅の危険が増大している種 

絶滅危惧 II類 

Vulnerable（VU） 

絶滅危急種 

Vulnerable（Vu） 

準絶滅危惧 

Near Threatened（NT） 

現時点での絶滅危険度は小さい

が、生息・生育条件の変化によっ

ては「絶滅危惧」に移行する可能

性のある種 

準絶滅危惧 

Near Threatened

（NT） 

希少種 

Rare（R） 

情報不足 

Data Deficient（DD） 

評価するだけの情報が不足して

いる種 

情報不足 

Data Deficient

（DD） 

 

留意 

Noteworthy（N） 
保護に留意すべき種  

留意種 

Noteworthy（N） 

  絶滅のおそれの 

ある地域個体群 

Threatened  

Local 

Population（LP） 

地域個体群 

Local 

Population（Lp） 

※ 参考として記載した環境省レッドリスト 2015及び北海道レッドデータブック 2001は、以下のとおり 

 ・環境省(2015)「環境省レッドリスト 2015」 

 ・北海道(2001)「北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック 2001」 
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表３ 札幌市版レッドリストのカテゴリーと判定基準 

カテゴリー及び基本概念 定性的要件 定量的要件 
今見られない 
Extinct + Extinct in the Wild 
(EX + EW) 

札幌市では今見られない種（注１.以下
同じ） 

札幌市において確認記録や標本が
あるなど、かつては生息・生育し
ていたが、現在は見られなくなり、

野生での生息・生育の可能性がな
いと考えられる種 

 
 
 

 
 

絶
滅
危
惧 

Ｔ
Ｈ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｄ 

絶滅危惧 IA類 

Critically Endangered (CR) 
 
絶滅の危機に瀕している種 

 
現在の状態をもたらした圧迫要
因が引き続き作用する場合、野

生での存続が困難なもの 
 
ごく近い将来における野生での

絶滅の危険性が極めて高いもの 

近い将来、極めて高い確率で野生

種の絶滅が懸念されており、次の
いずれかに該当する種 

【確実な情報があるもの】 

① 既知のすべての個体群で､個
体数が非常に危険な水準にまで
減少している。 

② 既知のすべての生息・生育地
で､生息・生育条件が極めて悪化
している。 

③ 既知のすべての個体群がその
繁殖能力をはるかに上回る捕
獲・採取圧にさらされている。 

④ すべての分布域において交雑
可能な別種等が侵入している。 

⑤ すべての分布域において有力

な生態的競争種や天敵が侵入し
ている。 

⑥ 遺伝的多様性が極めて低い。 

Ａ．次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 

１．過去 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間(注２.以下
同じ)を通じて、90％以上の減少があったと推定され、その原
因がなくなっており、かつ理解されており、かつ明らかに可逆

的である。 
２．過去 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
80％以上の減少があったと推定され、その原因がなくなってい

ない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 
３．今後 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
80％以上の減少があると予測される。 

４．過去と未来の両方を含む 10 年間もしくは３世代のどちらか
長い期間において 80％以上の減少があると推定され、その原因
がなくなっていない､理解されていない､あるいは可逆的でな

い。 

Ｂ．生息・生育地がただ１カ所の地点に限定されており、次のいず
れかの兆候が見られる場合。 

１．出現範囲、生息・生育地面積、成熟個体数等に継続的な減少
が予測される。 

２．出現範囲、生息・生育地面積、成熟個体数等に極度の減少が

見られる。 

Ｃ．個体群の成熟個体数が 250未満であると推定され、さらに次の
いずれかの条件が加わる場合。 

１．３年間もしくは１世代のどちらか長い期間に 25％以上の継続
的な減少が推定される｡ 

２．成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、

かつ次のいずれかに該当する。 
ａ）個体群構造が次のいずれかに該当 
i）50以上の成熟個体を含む下位個体群は存在しない。 

ii）１つの下位個体群中に 90％以上の成熟個体が属している。 
ｂ）成熟個体数の極度の減少 

Ｄ．成熟個体数が 50未満であると推定される個体群である場合。 

Ｅ．数量解析により、10年間、もしくは３世代のどちらか長い期間
における絶滅の可能性が 50％以上と予測される場合。 

注 1) 種：動物では種及び亜種、植物では種、亜種及び変種を示す。 
注 2) 過去 10 年間もしくは３世代：１世代が短く３世代に要する期間が 10 年未満のものは年数を、１世代が長く３世代に要する期間が 10 年

を超えるものは世代数を採用する。   
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カテゴリー及び基本概念 定性的要件 定量的要件 

絶
滅
危
惧 

Ｔ
Ｈ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｄ 

絶滅危惧 IB類 

Endangered (EN) 
 
絶滅の危機に瀕している種 

 
現在の状態をもたらした圧迫要
因が引き続き作用する場合、野生

の存続が困難なもの 
 
IA 類ほどではないが、近い将来

における野生での絶滅の危険性
が高いもの 

現在の状態が引き続き作用するな

らば、その存続が困難であり、次
のいずれかに該当する種 
 

【確実な情報があるもの】 
① 既知のすべての個体群で､個
体数が危険な水準にまで減少し

ている。 
② 既知のすべての生息・生育地
で､生息・生育条件が著しく悪化

している。 
③ 既知のすべての個体群がその
繁殖能力をはるかに上回る捕

獲・採取圧にさらされている。 
④ ほとんどの分布域において交
雑可能な別種等が侵入してい

る。 
⑤ ほとんどの分布域において有
力な生態的競争種や天敵が侵入

している。 
⑥ 遺伝的多様性が著しく低い。 

Ａ．次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 

１．過去 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
70％以上の減少があったと推定され、その原因がなくなってお
り、かつ理解されており、かつ明らかに可逆的である｡ 

２．過去 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
50％以上の減少があったと推定され、その原因がなくなってい
ない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 

３．今後 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
50％以上の減少があると予測される。 

４．過去と未来の両方を含む 10 年間もしくは３世代のどちらか

長い期間において 50％以上の減少があると推定され、その原因
がなくなっていない､理解されていない､あるいは可逆的でな
い。 

Ｂ．生息・生育地が５以下の地点に限定されており、次のいずれか
の兆候が見られる場合。 

１．出現範囲、生息・生育地面積、成熟個体数等に継続的な減少
が予測される。 

２．出現範囲、生息・生育地面積、成熟個体数等に極度の減少が

見られる。 

Ｃ．個体群の成熟個体数が 2,500未満であると推定され、さらに次
のいずれかの条件が加わる場合。 

１．５年間もしくは２世代のどちらか長い期間に 20％以上の継続
的な減少が推定される｡ 

２．成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、

かつ次のいずれかに該当する。 
ａ）個体群構造が次のいずれかに該当 
i）250以上の成熟個体を含む下位個体群は存在しない。 

ii）１つの下位個体群中に 95％以上の成熟個体が属している。 
ｂ）成熟個体数の極度の減少 

Ｄ．成熟個体数が 250未満であると推定される個体群である場合。 

Ｅ．数量解析により、20年間、もしくは５世代のどちらか長い期間
における絶滅の可能性が 20％以上と予測される場合。 

絶滅危惧 II類 

Vulnerable (VU) 
 
絶滅の危機が増大している種 

 
現在の状態をもたらした圧迫要
因が引き続き作用する場合、近い

将来「絶滅危惧 I類」のカテゴリ
ーに移行することが確実と考え
られるもの 

次のいずれかに該当する種 

 
【確実な情報があるもの】 
① 大部分の個体群で個体数が大

幅に減少している。 
② 大部分の生息・生育地で生
息・生育条件が明らかに悪化し

つつある。 
③ 大部分の個体群がその繁殖能
力を上回る捕獲・採取圧にさら

されている。 
④ 分布域の相当部分に交雑可能
な別種等が侵入している。 

⑤ 分布域の相当部分において生
態的競争種や天敵が侵入してい
る。 

⑥ 遺伝的多様性が明らかに低
い。 

Ａ．次のいずれかの形で個体群の減少が見られる場合。 

１．過去 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
50％以上の減少があったと推定され、その原因がなくなってお
り、かつ理解されており、かつ明らかに可逆的である。 

２．過去 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
30％以上の減少があったと推定され、その原因がなくなってい
ない、理解されていない、あるいは可逆的でない。 

３．今後 10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間を通じて、
30％以上の減少があると予測される。 

４．過去と未来の両方を含む 10 年間もしくは３世代のどちらか

長い期間において 30％以上の減少があると推定され、その原因
がなくなっていない､理解されていない､あるいは可逆的でな
い。 

Ｂ．生息・生育地が 10 以下の地点に限定されており、次のいずれ
かの兆候が見られる場合。 
１．出現範囲、生息・生育地面積、成熟個体数等に継続的な減少

が予測される。 
２．出現範囲、生息・生育地面積、成熟個体数等に極度の減少が
見られる。 

Ｃ．個体群の成熟個体数が 10,000 未満であると推定され、さらに
次のいずれかの条件が加わる場合。 
１．10 年間もしくは３世代のどちらか長い期間に 10％以上の継

続的な減少が推定される。 
２．成熟個体数の継続的な減少が観察、もしくは推定・予測され、
かつ次のいずれかに該当する。 

ａ）個体群構造が次のいずれかに該当 
i）1,000以上の成熟個体を含む下位個体群は存在しない。 
ii）１つの下位個体群中にすべての成熟個体が属している。 

ｂ）成熟個体数の極度の減少 

Ｄ．個体群が極めて小さく、成熟個体数が 1,000未満と推定される
か、生息・生育地面積あるいは分布地点が極めて限定されている

場合。 

Ｅ．数量解析により、100年間における絶滅の可能性が 10％以上と
予測される場合。 
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カテゴリー及び基本概念 定性的要件 定量的要件 
準絶滅危惧 

Near Threatened (NT) 
 
存続基盤が脆弱な種 

 
現時点での絶滅危険度は小さいが、生
息・生育条件の変化によっては「絶滅危

惧」として上位カテゴリーに移行する要
素を有するもの 

次のいずれかに該当する種 

 
① 環境条件の変化によって容易に上位カテ
ゴリーに移行し得る属性（具体的には、次の

いずれかの要素）を有するもの。 
ａ）どの生息・生育地においても生息・生育
密度が低く希少である。 

ｂ）生息・生育地が局限されている。 
ｃ）生物地理上、孤立した分布特性を有する
（分布域がごく限られた固有種等）。 

ｄ）生活史の一部又は全部で特殊な環境条件
を必要としている。 

② 種の存続への圧迫が強まっているもの。 

ａ）個体数が減少している。 
ｂ）生息・生育条件が悪化している。 
ｃ）過度の捕獲・採取圧による圧迫を受けて

いる。 
ｄ）交雑可能な別種等が侵入している。 

 

情報不足 
Data Deficient (DD） 
 

評価するだけの情報が不足している種 

環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカ
テゴリーに移行し得る属性（具体的には、次の
いずれかの要素）を有しているが、生息・生育

状況をはじめとして、カテゴリーを判定するに
足る情報が得られていない種。 
ａ）どの生息・生育地においても生息・生育密

度が低く希少である。 
ｂ）生息・生育地が局限されている。 
ｃ）生物地理上、孤立した分布特性を有する（分

布域がごく限られた固有種等）。 
ｄ）生活史の一部又は全部で特殊な環境条件を
必要としている。 

 

留意 
Noteworthy(N) 
 

保護に留意すべき種 

現時点では、個体群、生息・生育域ともに安定
しており、特に絶滅のおそれはないが、国際的、
国内的に保護を要すると評価されている種。 

 

 

 

４ 選定結果の概要 

札幌市版レッドリストの掲載種は 279 種であり、内訳は「今見られない（EX+EW）」11

種、「絶滅危惧 IA 類（CR）」10 種、絶滅危惧 IB 類（EN）」25 種、「絶滅危惧 II 類（VU）」

76 種、「準絶滅危惧（NT）」126 種、「情報不足（DD）」21 種、「留意（N）」10 種となりま

した。 

表４ 札幌市版レッドリストのカテゴリー別掲載種数一覧 

分類群 

今見ら 

れない 

（EX+EW） 

絶滅危惧

IA類 

（CR） 

絶滅危惧

IB類 

（EN） 

絶滅危惧

II類 

（VU） 

準絶滅 

危惧 

（NT） 

情報不足 

（DD） 

留意 

（N） 
合計 

哺乳類 2 1 0 3 1 5 2 14 

鳥類 2 1 3 6 11 6 4 33 

両生類・爬虫類 0 0 0 0 1 1 0 2 

淡水魚類・水生動物 0 1 2 3 4 0 2 12 

昆虫類 3 1 13 17 58 9 2 103 

植物 4 6 7 47 51 0 0 115 

合計 11 10 25 76 126 21 10 279 
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５ 検討の経緯 

札幌市版レッドリストの作成にあたっては、平成 25年度から文献調査や現地調査、有

識者のヒアリングを行い、動植物の生息・生育情報を収集するとともに、専門家からな

る「札幌市版レッドリスト作成委員会」を設置し、レッドリストの作成方針や種の選定

等について検討を行いました。 

なお、検討にあたっては、作成委員会の委員のほか、札幌市博物館活動センターの協

力と多くの専門家の協力をいただきました。 

 

表５ 札幌市版レッドリストの検討過程 

年 度 検  討  内  容 

平成 25年度 作成委員会の設置、作成方針の検討、既存文献調査の実施 

平成 26年度 現地調査の実施、レッドリスト案の検討 

平成 27年度 現地調査の実施、レッドリストの作成 

 

表６ 札幌市版レッドリスト作成委員会委員名簿（敬称略） 

分  野 氏  名 所        属 

哺乳類 
 ○吉田 剛司 酪農学園大学農食環境学群 教授 

 佐藤 喜和 酪農学園大学農食環境学群 教授 

鳥類 
 川路 則友 酪農学園大学大学院 特任教授 

 玉田 克巳 
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部 
環境科学研究センター 主査（生息地保全） 

両生類・爬虫類 
 ◎竹中  践 東海大学生物学部 教授 

 徳田 龍弘 北海道爬虫両棲類研究会 会長 

淡水魚類・水生動物 
 帰山 雅秀 北海道大学国際本部 特任教授 

 妹尾 優二 一般社団法人流域生態研究所 所長 

昆虫類 
 青山 慎一 北海道昆虫同好会 顧問 

 安細 元啓 株式会社野生生物総合研究所 代表取締役 

植物 
 森本 淳子 北海道大学農学研究院 准教授 

 若原 正博 株式会社エコシステム 代表取締役 

                                ※ ◎委員長・〇副委員長 

 

 


